
外海弘仁会居宅介護支援事業所運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条：医療法人外海弘仁会が運営する居宅介護支援事業所（以下「事業所」という）の

適正な運営を確保する為に、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介

護支援専門員により高齢者への適正な居宅介護支援サービス提供と、その評価を

行う事を目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条―１：在宅生活の要介護者等が日常生活を営む為に必要なサービスを適切に利用出

来るよう依頼を受けて、利用するサービス内容等を定めた計画（居宅サービ

ス計画）を作成する。 

    ２：介護サービス計画に基づき、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサ

ービス事業者やその他の者との連絡調整等の便宜の提供を行う。 

    ３：要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設の紹介

その他便宜の提供を行う。 

 

（事業所の名称等） 

第３条：事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。 

    １）名 称   外海弘仁会居宅介護支援事業所 

    ２）所在地   長崎県長崎市下黒崎町１３４２番地６ 

            トランキルテひうら２階 

 

（職員の職種、員数及び職務内容） 

第４条：事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 

    １）管理者：介護支援専門員１名 

      管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うと共に自ら

も支援事業に当たるものとする。 

    ２）居宅介護支援員：介護支援専門員 3名以上 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条：事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。 

    １）営業日   月曜日から土曜日迄（土曜日は午前中） 

            休業日は、日曜日、祝日、１２月３０日～１月３日 

            事業者が定める休業日 

    ２）営業時間  ８時３０分から１７時３０分迄 

            土曜日は、８時３０分から１２時３０分迄 



（事業の内容） 

第６条：事業の内容は次の通りとする。 

１）居宅介護サービスの作成 

２）他種事業者との連絡調整 

３）介護保険施設等の紹介 

４）その他介護保険制度上必要とされる事 

 

（費用） 

第７条：介護保険法に定められる費用内とする。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第８条：通常の事業の実施地域は、長崎市（三重・外海・琴海地区、式見地区）、西海市（大

瀬戸町）及び西彼杵郡時津町とする。 

 

（その他運営についての留意事項） 

第９条―１：事業所は、従業者の質的向上を図る為の研修会の機会を次の通りとし、また、

業務体制を整備する。 

      ⅰ）採用時研修：採用後一ヶ月以内 

      ⅱ）継続研修：年４回 

    ２：従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

    ３：従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させる為、

従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を、従業

者との雇用契約の内容とする。 

    ４：この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人外海弘仁会と

事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

（業務継続計画の策定） 

第 10条：事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支

援事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開

を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。

また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期的に実施するように努めます。 

       定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務計画の変更を行

います。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第 11 条－1：事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措

置を講じるよう努めます。 



－2：事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員 

会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする）をおおむね 6 

月に 1回以上開催します。その結果を、介護支援専門員に周知徹底します。 

－3：事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

－4：介護支援専門員に対し、感染症の予防及び防止のための研修及び訓練を定 

期的に実施します。 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第 12 条－1：事業所における虐待のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行う事ができるものとします）を定期的に開催するとともに、その結

果について、介護支援専門員に周知徹底を図ります。 

     2：事業所における虐待防止のための指針を整備します。 

     3：介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

     4：虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。 

―付則― 

この規程は令和 6年 4月 １日より施行する。 

 


